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賃金のデジタル払いを可能にする改正省令が

公布され、同意書の様式例も公表されました 

厚生労働省は令和４年 11 月 28 日、賃金のデ

ジタル払い（資金移動業者の口座への賃金支払

い）を可能とする「労働基準法施行規則の一部を改

正する省令」を公布しました。 
給与の振込先が拡大されるのは 25 年ぶりで、企

業は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を

得れば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動

業者の口座への資金移動による賃金支払い（賃金

のデジタル払い）ができるようになります。厚生労働省

は同日、関係通達も発出し、労働者への説明事項

などを記載した同意書の様式例も提示しました。施

行は令和５年４月１日で、同日から資金移動業者

の指定申請を受け付けます。 
◆指定資金移動業者の破綻時には保証機関によ

り労働者に口座残高の弁済が行われる 
改正省令では資金移動業者の指定要件につい

て厳しく定められており、賃金デジタル支払いはこれ

らの要件に係る措置が講じられた資金移動業者の

口座に限り認められることとなっています。口座残高

の上限を 100 万円とし、口座残高が 100 万円を超

えた場合、その日のうちに 100 万円以下にする仕組

みが必要です。また、指定資金移動業者の破綻時

には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結

んだ保証機関により、労働者と保証機関との保証

契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行わ

れることとなっているため、破綻したときの全額返済に

向け、保証機関と契約しておく必要もあります。 
◆労働者の同意を得る際の留意事項 

企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働

者の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動

を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時

期、賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための

代替銀行口座などを確認する必要があります。その

際に用いられる様式例を通達の別紙で提示してい

ます。 
【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正

する省令」】 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00
1017141.pdf 
【厚生労働省「賃金の口座振込み等について」】 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00
1017090.pdf 
【厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に

関する同意書」】 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00
1017091.pdf 
 

企業の 36.0％が「見直しは特にしていない」 

～パートタイム・有期雇用労働者総合 

実態調査 

厚生労働省から、「令和３年パートタイム・有期

雇用労働者総合実態調査の概況」が公表されまし

た。この調査は、パートタイム・有期雇用労働法の

施行後の状況を明らかにすることを目的として実施

されるものです。調査結果のポイントは次のとおりで

す。 

◆事業所調査 

○企業におけるパートタイム・有期雇用労働者の雇

用状況 

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」
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企業は 75.4％となっている。そのうち「無期雇用パー

トタイムを雇用している」企業は 51.4％、「有期雇

用パートタイムを雇用している」企業は 27.1％、「有

期雇用フルタイム」を雇用している企業は 23.2％と

なっている。 

○パートタイム・有期雇用労働法の施行による待遇

の見直し 

 同法が施行された令和２年４月（中小企業は令

和３年４月）以降のパートタイム・有期雇用労働者

と正社員の間の不合理な待遇差の禁止の規定への

対応をみると、「見直しを行った」企業の割合が 

28.5％、「待遇差はない」が 28.2％となっており、合

わせて６割近くになっている。一方、「見直しは特にし

ていない」企業の割合は 36.0％となっている。 

また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の

見直しを行った」企業については、見直した待遇の

内容は「基本給」が 45.1％と最も高く、次いで「有給

の休暇制度」が 35.3％となっている。 

◆個人調査 

○自身と業務の内容および責任の程度が同じ正社

員と比較した賃金水準の意識 

 「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がい

る」パートタイム・有期雇用労働者の賃金水準につ

いての意識は、パートタイム・有期雇用労働者計で

みると「賃金水準は低く、納得していない」が 45.0％

と最も高くなっている。 

○自身と正社員との待遇の相違についての説明要

求の有無及び結果 

 令和２年４月（中小企業は令和３年４月）以降の

自身と正社員との待遇の相違の内容や理由につい

て、「説明を求めたことがある」パートタイム・有期雇

用労働者は 15.1％であり、そのうち「説明があり納得

した」割合は 79.7％である。 

 
1 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 
○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 
※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている

場合には、令和４年 7 月から 12 月までの徴収

分を 1 月 20 日までに納付 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共

職業安定所］ 
31 日 
○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・

同合計表＞の提出［税務署］ 
○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの

＞［市区町村］ 
○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町

村］ 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

４期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

10 月～12 月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 
○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町

村］ 
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 
○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提

出［給与の支払者（所轄税務署）］ 
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の

支払者］ 
 

当事務所よりひと言 

 
新年明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。 
 お得意先様のお役にたてるよう、労務管理は本よ

り様々な情報を毎月お伝えしていく所存でございま

す。お楽しみにお待ちください。 
冨労務管理事務所職員一同 


